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高橋千鶴子議員の質問(がん対策基本法案)に、山井和則が答弁 

 

○高橋委員 五百台のことは承知をしておりますが、その後の取り組み状況などを見て拡充していっていただく

ようにお願いをしていきたいと思います。 

 そこで、民主党さんに伺いたいと思いますが、最初に質問した目的の問題については、先般の提案理由説明の

中で本当に丁寧な説明を受けましたし、法案の中にその問題意識も盛り込まれておりますので、趣旨は非常に理

解をできたところでございます。 

 そこで、まず伺いたいのは、民主案が、施行に伴う費用について、財源、財政として、かかる予算として五百億

円という試算も聞いておりますが、その算定根拠、どのように算定したのか、伺いたいと思います。 

○山井議員 高橋議員、御質問ありがとうございます。 

 我が党のこのがん対策基本法提出というのは、仙谷議員がみずからの体験をもとに、がん医療のおくれを痛感

したことがきっかけでありますが、具体的には、病院間、地域間での格差が大き過ぎる、そしてその根本は、コメ

ディカルを含めたがんの専門医などの人材が圧倒的に不足している、そういう問題意識でございます。 

 そこで、お尋ねの五百億円の内訳ですが、具体的には、まず、がん対策の総合的推進体制の整備のために五千万

円、また、がん医療の地域完結ネットワーク百カ所に、相談センターや情報センターの運営費などのイニシャル

コストなどとして一億円ずつ投入する。さらに、レジデント研修やコメディカルを含めたがん専門医の研修など

の専門的な人材の養成とネットワークの構築のため百五十億円、がん情報ネットワークの構築とがん登録制度の

創設のために三十億円、そして、いやされる緩和医療の充実に十億円、最後に、がんの早期発見と予防の推進のた

め、これは一都道府県大体二億円平均で、がん検診のレベルアップや良質化を図るという趣旨で、合計百億円な

どを想定しております。 

 以上です。 

○高橋委員 ありがとうございました。具体的な提案をいただきました。 

 民主案の「基本理念」には、その一として、「がん患者に対し、その病状、治療方法等についての適切な説明が

なされることにより、がん患者の理解と自己決定に基づいたがん医療が提供されるようにすること。」と明記をさ

れております。私は、基本理念の最初にこのことが据えられたということが大変重要なことであると評価をする

ものであります。 

 同時に、与党案ではこの部分が若干弱いという印象を持っております。患者の理解と自己決定、この点につい

て与党に伺いたいと思います。 


